
　　　　　　　　　　　　　………海区漁業調整委員会が、漁業法第120条の規定
に基づき、水産動植物の繁殖保護などのために遊漁者を含む関係者に対して、水産
動植物の採捕等に関する制限などを指示すること。

　　　　　　　　　　　……………指示に従わない者には、海区漁業調整委員会の
申請に基づいて知事から指示に従うように命令がなされ、その命令に違反した場合
は罰則が適用されます。必ず遵守してください。
〈罰則：漁業法第193条〉
一年以上の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金、又は拘留若しくは科料。

イイダコの漁獲量が激減しています!
香川県内でのイイダコ釣りの

期間や時間の公式なルールが
定められました!!

《香川海区漁業調整委員会指示》
香川県内海

域で

イイダコ釣
りをする

みなさんに
お知らせ

イイダコ釣りのルール

昼12時まで!
9月1日 10月15日
※期間中は昼12時までに納竿して、釣り場を離れて下さい!!
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！

※海区漁業調整委員会指示とは…　★詳しくは裏面をご参照ください。

TEL：087-832-3477
suisan@pref.kagawa.lg.jpTEL：087-832-3477　　suisan@pref.kagawa.lg.jp

イイダコ釣りの
期間・時間のルールが
公的規制になりました!
イイダコ釣りの期間・時間のルールの実行性を高めイイダコ資源の保護を図るため

香川海区漁業調整委員会が委員会指示を発出しました。

委員会指示とは

罰則について 委員会指示の
詳しい内容は、
こちらの2次元
コードから。

県内6漁協のイイダコの漁獲量の推移と
漁業者による資源回復に向けた取り組み

漁獲量が

激減!!

199.3t

4.2t

釣果情報の報告
ご協力ください!
イイダコ釣りをされる方は、右の「香川県電子申請システム」
を読み込んで釣果報告にご協力をお願いします。

香川県水産課漁業調整室香川県水産課漁業調整室

イイダコの資源回復のため、漁業者は漁獲制限や資源を増やすための
取り組みを行っています。
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必要最低限の持ち帰り、
漁業操業の妨げになら
ないようご協力お願い
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